
当事業年度より、改訂後の独立行政法人会計基準を適用しております。

１０～４７年

５～５０年

４～１４年

５～　６年

５～１７年

 　　　また、特定の償却資産（独立行政法人会計基準第８６）の減価償却相当額については、損

　　 業務費用として計上されている退職給与の額を控除して計算しております。

　引当外退職給付増加見積額の処理

　 　　リース料総額が３００万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係

 　 る方法に準じた会計処理によっております。

（重要な会計方針の変更）

　　　 消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

　 　　リース料総額が３００万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に

 　 係る方法に準じた会計処理によっております。

７．消費税等の会計処理

　　　 各地区の港湾管理条例や財産使用料条例等を参考に計算しております。

　（２）政府出資等の機会費用の計算に使用した利率

　　   １０年利付国債の平成１６年３月末利回り等を参考に1．4％で計算しております。

６．リース取引の処理方法

　   　 また、行政サービス実施コスト計算書における引当外退職給付増加見積額は、事業年度末に在職

  　 する役職員について、当期末の自己都合要支給額から前期末の自己都合要支給額を控除した額から、

５．行政サービス実施コスト計算書における機会費用の計上方法

　（１）国又は地方公共団体財産の無償使用の機会費用の計算方法

　　　　 船舶

３．退職給付に係る引当金及び見積額の計上方法

　　　 職員の退職給付については財源措置がなされるため、退職給付に係る引当金は計上して

   　おりません。

　　益外減価償却相当額として資本剰余金から控除して表示しております。

重要な会計方針

４．たな卸資産の評価基準及び評価方法

　 　　最終仕入原価法によっております。

１．運営費交付金収益の計上基準

　　 　費用進行基準を採用しております。

　　　　 構築物

　　　　 車両運搬具

　　　　 工具器具備品

　　　　 建物

２．減価償却の会計処理方法

　    有形固定資産

　　  定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

  　たためであります。

 　　　この結果、前期と同一の基準に比べて引当外退職給付増加見込額及び行政サービス実施

  　コストが 203,333,355円減少しております。

　　　 従来は、引当外退職給付増加見積額については、自己都合退職要支給額の当期増加額を

  　計上しておりましたが、当期より事業年度末に在職する役職員について、当期末の自己都合

  　要支給額から前期末の自己都合要支給額を控除した額から、業務費用として計上されている

  　退職給与の額を控除して計算しております。この変更は、独立行政法人会計基準が改訂され


